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 各道府県税務主管部長   

 東京都総務・主税局長  

 

総務省自治税務局都道府県税課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「地方消費税に係る事務の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

 「地方消費税に係る事務の取扱いについて」（平成９年３月 31 日自治府第

46 号自治省税務局府県税課長通知）を下記のとおり改正しますので、貴職に

おかれましては適切に対処されるようお願いいたします。 

また、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。  

なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的

な助言）に基づくものです。 

 

記 

 

 別添「地方消費税に係る事務の取扱いについての一部改正 新旧対照表」の、

改正前欄の破線で囲んだ部分及び下線部を、改正後欄の破線で囲んだ部分及び

下線部のとおりとする。なお、本通知による改正は、令和３年１月１日から施

行する。 

 

 

殿 
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